
ひきこもり・生活の困りごと
個別相談会

　

令
和
７
年
３
月
16
日
（
日
）
に

実
施
予
定
の
「
令
和
７
年
あ
わ
ら

市
は
た
ち
の
つ
ど
い
」
を
企
画
運

営
す
る
実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
一
生
に
一
度
の
は
た
ち
の
つ
ど

い
を
、
自
分
た
ち
で
作
り
上
げ
て

み
ま
せ
ん
か
？

募
集
人
数 

10
人
程
度

対　
象　

 

平
成
16
年
４
月
２
日
～

翌
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

はたちのつどい実行委員
を募集します！

内　
容　
・
交
流
会
の
企
画
立
案

(

月
に
1
～
2
回
程
度
の

委
員
会
開
催)

・
は
た
ち
の
つ
ど
い
の
運
営

問
合
せ　
文
化
学
習
課

☎
７
３-

８
０
４
１

　

bunka@city.awara.lg.jp

　

県
民
参
加
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
は
ぴ
ウ
ォ
ー
ク

２
０
２
４
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
目
標
を
達
成
し
た
人
に
は
「
ふ
く

い
は
ぴ
コ
イ
ン
」
が
プ
レ
ゼ
ン
ト

さ
れ
ま
す
！

開
催
期
間 

9
月
1
日
（
日
）
～

11
月
30
日
（
土
）

対　
象　
15
歳
以
上（
中
学
生
は
除
く
）

で
、
歩
数
計
測
ア
プ
リ
お

よ
び
ふ
く
ア
プ
リ
が
使
用

で
き
る
人（
参
加
費
無
料
）

内　
容　

各
月
の
平
均
歩
数
が
目
標

を
上
回
る
よ
う
、
各
自
で

日
々
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に

取
り
組
む
。

特　
典　
①
目
標
を
達
成
し
た
人
全
員

に
５
０
０
ポ
イ
ン
ト
プ
レ

ゼ
ン
ト
！

②
あ
わ
ら
市
民
限
定
！

目
標
を
達
成
し
た
人
に
、

さ
ら
に
５
０
０
ポ
イ
ン
ト

プ
レ
ゼ
ン
ト
！

※
３
０
０
人
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

申
込
み　
【
期
限
】
８
月
31
日
（
土
）

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

は
ぴ
ウ
ォ
ー
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
（
申
込
み
不
要
）

①
と　
き　
8
月
18
日
（
日
）

10
時
～
16
時

と
こ
ろ　

エ
ル
パ
1
階
催
事
場

内　
容　

歩
行
姿
勢
測
定
、

運
動
セ
ミ
ナ
ー

②
と　
き　
8
月
25
日
（
日
）

10
時
～
16
時

と
こ
ろ　

敦
賀
駅
交
流
施
設

オ
ル
パ
ー
ク
2
階
休
憩
所

内　
容　

歩
行
姿
勢
測
定
、

運
動
セ
ミ
ナ
ー

問
合
せ　
健
康
長
寿
課

☎
７
３-

８
０
２
３

「はぴウォーク 2024」で
はぴコインをゲット！

健康長寿

　
「
仕
事
が
し
た
い
け
ど
自
信
が
な

い
。」「
子
ど
も
が
ひ
き
こ
も
っ
て
い

て
将
来
が
心
配
。」
な
ど
ひ
き
こ
も

り
に
関
す
る
相
談
や
暮
ら
し
の
困
り

ご
と
を
専
門
の
相
談
員
が
お
聞
き
し

ま
す
。
本
人
・
家
族
・
関
係
者
、
ど

な
た
で
も
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
希
望
に
応
じ
て
地
域
や
関
係
機
関

と
連
携
し
て
支
援
し
ま
す
。
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

と　
き　

毎
月
第
３
土
曜
日

８
月
17
日
・
９
月
21
日

10
月
19
日
・
11
月
16
日

12
月
21
日
・
１
月
18
日

２
月
15
日
・
３
月
15
日

①
13
時
～
14
時
30
分

②
15
時
～
16
時
30
分

※
各
回
１
組
、
予
約
制

と
こ
ろ　

湯
の
ま
ち
公
民
館
2
階

視
聴
覚
室

※
平
日
は
福
祉
ま
る
ご
と
相
談
室

（
福
祉
課
内
）に
て
お
聞
き
し
ま
す
。

参
加
費　

無
料

問
合
せ　
福
祉
ま
る
ご
と
相
談
室

☎
７
３-

８
０
２
８

※
各
日
の
２
日
前
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▲ 申込みはこちら

▲ はぴウォーク 2024
　　  ホームページ

▲ 応募はこちら

「定額減税しきれないと見込まれる人」へ
調整給付金が給付されます

税務

　
障
が
い
者
や
そ
の
養
育
者
を
対

象
に
各
種
手
当
を
支
給
し
て
い
ま

す
。
手
当
を
受
給
す
る
に
は
障
が

い
の
程
度
や
所
得
の
要
件
な
ど
の

条
件
が
あ
り
、
申
請
書
な
ど
の
提

出
が
必
要
で
す
。
不
明
な
場
合
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
中
程
度
以
上

の
障
が
い
（
身
体
障
害
者
手
帳
１

～
３
級
お
よ
び
４
級
の
一
部
ま
た

は
療
育
手
帳
Ａ
も
し
く
は
Ｂ
の
一

部
）
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
し
ま
す
。

※ 

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

児
童
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

手
当
月
額
（
障
が
い
児
１
人
当
た
り
）

・
１
級
障
が
い
児 

５
万
５
３
５
０
円

・
２
級
障
が
い
児 

３
万
６
８
６
０
円

特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
、
身
体
ま
た
は
精

神
に
著
し
く
重
度
の
障
が
い
（
身

体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
程
度
の
障

が
い
の
重
複
ま
た
は
同
等
の
疾
病
・

精
神
障
が
い
）
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
在
宅
の
重
度
障
が
い
者

に
支
給
し
ま
す
。

※ 

病
院
な
ど
に
継
続
し
て
３
カ
月
を
超
え
て

入
院
し
た
場
合
は
、
受
給
資
格
が
な
く
な

り
ま
す
。

手
当
月
額　
２
万
８
８
４
０
円

ご存じですか？　　　　　　　　　　　　
障がい者（児）に対する各種手当

障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
、
身
体
ま
た
は
精

神
に
重
度
の
障
が
い
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
、２
級
お
よ
び
療
育
手
帳

Ａ
１
程
度
）
が
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
重
度
障
が
い
児
に
支
給
し

ま
す
。

※ 

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

児
童
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

手
当
月
額　
１
万
５
６
９
０
円

重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
福
祉
手
当

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
ま
た

は
療
育
手
帳
Ａ
も
し
く
は
Ｂ
の
一

部
の
人
で
、
公
的
年
金
や
特
別
障

害
者
手
当
な
ど
を
受
給
で
き
な
い

人
に
支
給
し
ま
す
。

手
当
月
額　
３
０
０
０
円

所
得
現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　

既
に
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
毎
年
、
所
得
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。
手
当
に
よ
り
提
出
期
間

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

福
祉
課

☎
７
３-

８
０
２
０

福祉

福祉

▲ 市ホームページ

文化学習

　
エ
コ
市
民
会
議
で
は
、
地
球
温

暖
化
防
止
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
も
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
コ

ン
テ
ス
ト
や
育
ち
の
報
告
を
募
集

し
ま
す
の
で
、
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ

ン
を
育
て
て
い
る
人
は
ぜ
ひ
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

対　
象　
市
内
に
住
む
人
・
事
業
所

で
、
つ
る
性
の
植
物
を

育
て
て
い
る
人

募
集
期
限 

９
月
30
日
（
月
）

グリーンカーテンを
育てている人必見！

応
募
方
法 

指
定
の
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
写
真
を
貼
り

付
け
て
、
直
接
事
務
局

窓
口
へ
持
参
も
し
く
は
、

メ
ー
ル
、
郵
送
に
て
ご

応
募
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

エ
コ
市
民
会
議
事
務
局
（
生
活

環
境
課
内
）
に
設
置
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ　
エ
コ
市
民
会
議
事
務
局

☎
７
３-

８
０
１
８

　

seikatsu@city.awara.lg.jp

▲ ホームページ

生活環境

▲ ホームページ

〈例〉納税義務者が妻と子ども２人を扶養している場合。
　　（推計所得税 7 万 3 千円 、住民税所得割２万 5 千円であった場合）

所得税分定額減税可能額　　：３万円×（本人 + 扶養親族数３人）＝ 12 万円
個人住民税分定額減税可能額：１万円×（本人 + 扶養親族数３人）＝４万円

(A) 所得税分の減税しきれない額
所得税分定額減税可能額 12 万円 － 推計所得税 7 万 3 千円 ＝ 4 万 7 千円 (A)

(B) 住民税分の減税しきれない額
住民税分定額減税可能額 4 万円 － 住民税所得割 2 万 5 千円 ＝ 1 万 5 千円 (B)

(C) 調整給付額
(A) ＋ (B) ＝ 6 万 2 千円 ≒ 7 万円（支給額は 1 万円単位で切り上げ）

　
令
和
６
年
度
に
実
施
さ
れ
る
定
額

減
税
で
、
減
税
し
き
れ
な
い
と
見

込
ま
れ
る
人
に
、
調
整
給
付
金
を

給
付
し
ま
す
。
給
付
金
の
対
象
と

な
る
人
に
は
８
月
下
旬
に
通
知
書

ま
た
は
確
認
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

対　
象

　
令
和
６
年
分
所
得
税
が
課
税
さ
れ

る
見
込
み
の
人
、
ま
た
は
、
令
和
６

年
度
住
民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て

い
る
人
で
、
定
額
減
税
に
よ
り
減
税

し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人
。

※
た
だ
し
、
納
税
義
務
者
本
人
の
合
計
所
得

金
額
が
１
８
０
５
万
円
を
超
え
る
人
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

給
付
額　

　
減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ

る
額
の
合
計
額
を
１
万
円
単
位
に

切
り
上
げ
た
額
。

手
続
き

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
公
金

受
取
口
座
を
登
録
し
て
い
る
人

　
通
知
書
の
記
載
内
容
に
誤
り
が

な
い
場
合
は
、
申
請
手
続
き
不
要

で
す
。

・
公
金
受
取
口
座
の
登
録
が
な
い
人

　
確
認
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

添
付
書
類
と
と
も
に
申
請
期
限
ま

で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　
10
月
31
日
（
木
）

問
合
せ　

　
調
整
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
７
３-

８
０
４
４

　
（
受
付
時
間
：
平
日
９
時
～
17
時
） ▲ ホームページ
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PICK UP! PICK UP!


